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姶良中央1市5町 （国分市、横川町、牧園町、霧島町、隼人町、福山町）

姶良中央合併協議会は、11月25日開催した第6回合併協議会において、すべての協議事

項を終えました。なお、この1市5町による合併協議は、溝辺町における住民投票の結果を

受けて終了することとなりました。

また、同日に第29回姶良中央地区合併協議会も開催され、現在までの協議経過の確認と

今後の合併スケジュール等についての協議が行われ、活動が再開されました。

1市5町による「姶良中央合併協議会」の協議を終了し、溝辺町を含んだ1市
6町による「姶良中央地区合併協議会」の活動を再開することとなりました
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姶
良
中
央
合
併
協
議
会
の
第
四
回
協
議

会
が
十
一
月
四
日
、
第
五
回
協
議
会
が
十

一
月
十
九
日
、
第
六
回
協
議
会
が
十
一
月

二
十
五
日
に
国
分
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
多
目

的
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
会
議
で
は
、

合
併
協
定
項
目
の
う
ち
細
項
目
を
含
め
た

八
項
目
が
協
議
の
う
え
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

合
併
の
期
日
に
つ
い
て
は
、
小
委
員
会
に
お

け
る
協
議
の
経
過
を
踏
ま
え
、
新
た
な
合
併

の
期
日
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
溝
辺
町
に
お
け
る
住
民
投
票
の
結

果
に
つ
い
て
の
報
告
も
あ
り
、
一
市
六
町
に
よ

る
合
併
推
進
に
つ
い
て
住
民
の
意
思
が
示
さ

れ
、
今
後
、
改
め
て
一
市
六
町（
姶
良
中
央
地

区
合
併
協
議
会
）に
よ
る
合
併
に
関
す
る
協

議
を
再
開
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

第
四
回
協
議
会

【
報
告
事
項
】

○
報
告
第
十
号
　
合
併
の
期
日
検
討
小
委
員
会

の
協
議
の
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て

第
一
回
の
小
委
員
会
を
開
催
し
、
各
委
員

よ
り
次
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
、
意
見
の

集
約
が
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
意
見

・

な
る
べ
く
早
い
時
期
に
設
定
を
し
て
も

ら
い
た
い
。

・

一
市
六
町
の
合
併
期
日
は
平
成
十
七

年
二
月
で
あ
っ
た
。
早
め
の
設
定
を
。

・

町
民
は
早
い
時
期
の
合
併
を
望
ん
で
い

る
。
期
日
が
延
び
る
の
で
あ
れ
ば
議
会

議
員
の
特
例
は
い
ら
な
い
。

・

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
か
ら
三
か

月
の
範
囲
内
で
延
期
を
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
平
成
十
八
年
三
月
の
合
併
で
あ

れ
ば
、
議
会
議
員
の
特
例
を
適
用
せ
ず

三
十
四
名
で
の
設
置
選
挙
と
い
う
声
も

出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

・

議
会
議
員
の
在
任
特
例
が
協
議
会
で

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
よ
っ

て
少
し
で
も
合
併
期
日
を
延
ば
し
、
平

成
十
八
年
三
月
と
し
て
ほ
し
い
。

・

住
民
が
納
得
す
る
よ
う
な
期
日
で
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。

・

議
会
が
反
対
で
き
な
い
案
を
出
し
て
ほ

し
い
。
溝
辺
町
の
復
帰
を
考
え
る
と
平

成
十
八
年
三
月
が
理
想
で
あ
る
。

・

廃
置
分
合
の
議
決
を
控
え
て
い
る
の

で
、
議
員
の
同
意
が
得
ら
れ
や
す
い
時

期
。

・

平
成
十
八
年
三
月
の
合
併
で
あ
れ
ば
、

議
会
議
員
の
定
数
特
例
は
必
要
な
い
の

で
は
な
い
か
。

「
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
に
な
る
べ
く

近
い
早
い
時
期
に
」
と
い
う
意
見
と「
平
成

十
八
年
三
月
」
と
い
う
意
見
が
対
立
し
た

が
、
最
終
的
に
は
双
方
歩
み
寄
り
が
必
要

と
の
意
見
が
出
て
、
候
補
日
を
平
成
十
七

年
九
月
二
十
日
、
二
十
六
日
、
十
月
十
一

日
、
十
二
月
二
十
六
日
（
い
ず
れ
も
三
連
休

明
け
）の
四
案
に
絞
っ
て
次
回
協
議
決
定
す

る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
こ
の
中
で
の
期

日
の
決
定
で
あ
れ
ば
、
協
議
会
で
承
認
さ

れ
て
い
る
議
会
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、

定
数
特
例
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
考

え
た
い
。

○
報
告
第
十
一
号
　
合
併
の
期
日
検
討
小
委
員

会
の
協
議
の
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て

前
回
決
定
し
た
候
補
日
で
は
、
十
二
月
二

十
六
日
の
案
が
多
数
出
さ
れ
た
が
、
一
方
、

も
う
少
し
期
限
を
早
め
る
べ
き
と
の
意
見
が

根
強
く
、
折
衷
案
と
い
う
形
で
、
三
連
休
明

け
で
な
く
て
も
良
い
の
で
あ
れ
ば
、
十
一
月

七
日
で
ど
う
か
と
の
案
が
出
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
慎
重
に
協
議
し
た
結
果
、
最
終
的
に
は

合
併
の
期
日
を
全
会
一
致
で
平
成
十
七
年

十
一
月
七
日
に
決
定
し
た
。
な
お
、
小
委
員

会
の
附
帯
意
見
と
し
て
、「
合
併
後
最
初
に
行

わ
れ
る
選
挙
は
、
十
一
月
中
に
実
施
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。」と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
た
。

主
な
意
見

・

議
会
選
出
の
協
議
会
委
員
十
二
名
で
、

こ
の
会
の
前
に
協
議
を
行
っ
た
結
果
、
国

の
地
方
財
政
計
画
が
決
定
さ
れ
た
後
の

十
二
月
二
十
六
日
を
希
望
す
る
と
い
う

意
見
で
あ
っ
た
。

・

十
二
月
の
合
併
で
あ
れ
ば
、
特
例
も
見

直
す
べ
き
。

・

平
成
十
七
年
中
に
選
挙
を
済
ま
せ
て
、

三
か
月
間
で
新
市
の
予
算
を
審
議
し
て

い
け
ば
よ
い
。

・

国
の
地
方
財
政
計
画
策
定
後
と
い
う

理
由
で
十
二
月
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

議
会
は
年
間
四
回
開
催
さ
れ
る
の
で
、
臨

時
議
会
で
も
対
応
が
可
能
と
考
え
る
。

・

十
月
四
日
く
ら
い
に
九
月
の
定
例
会

が
終
了
す
る
。
議
会
終
了
後
、
余
裕
の
あ

る
十
二
月
を
希
望
す
る
。

・
「
新
市
に
引
き
継
ぐ
」等
の
諸
問
題
を

考
え
た
ら
、
十
二
月
合
併
が
よ
い
。

・

十
二
月
二
十
六
日
に
つ
い
て
は
、
国
の

地
方
財
政
計
画
が
定
ま
っ
て
か
ら
の
合
併

と
い
う
理
由
で
、
前
回
提
案
を
し
た
が
、

三
連
休
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
な
け
れ
ば
、

こ
の
日
で
な
く
て
も
良
い
の
で
、
十
二
月

二
十
六
日
と
い
う
案
は
取
り
下
げ
た
い
。

・

合
併
を
最
大
の
目
標
と
考
え
れ
ば
、
十

一
月
七
日
合
併
の
十
一
月
中
の
選
挙
と

い
う
案
を
追
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

第
四
・
五
・
六
回
協
議
会
内
容

小委員会の経過を報告する、原田小委員会委員長
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姶良中央

・

一
件
取
り
下
げ
に
な
っ
た
の
で
あ
れ

ば
、
十
一
月
七
日
を
合
併
の
候
補
日
に

加
え
る
こ
と
と
し
た
。

・

前
回
の
小
委
員
会
終
了
後
は
、
十
月
の

合
併
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
が
、
十

一
月
の
合
併
で
年
内
に
選
挙
を
行
う
の

で
あ
れ
ば
、
十
一
月
の
合
併
で
も
構
わ

な
い
。

・

十
一
月
中
に
選
挙
と
い
う
こ
と
を
、
小

委
員
会
の
附
帯
意
見
と
す
れ
ば
ど
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
た
。
合

併
期
日
平
成
十
七
年
十
一
月
七
日
の
案
で

多
数
決
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、
全
会
一
致
で
決

定
し
た
。

【
協
議
事
項
】

○
協
議
第
六
十
一
号
　
町
名
・
字
名
の
取
扱
い

に
つ
い
て

町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
協
議
の

う
え
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
町
・
字
の
区
域
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
と
す
る
。

二
　
町
・
字
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

（
一
）

国
分
市
に
つ
い
て
は
、「
国
分
市

○
○
」
を
「
霧
島
市
国
分
○
○
」に
置

き
換
え
る
。

（
二
）

横
川
町
に
つ
い
て
は
、「
姶
良
郡

横
川
町
○
○
」を「
霧
島
市
横
川
町
○

○
」に
置
き
換
え
る
。

（
三
）

牧
園
町
に
つ
い
て
は
、「
姶
良
郡

牧
園
町
○
○
」を「
霧
島
市
牧
園
町
○

○
」に
置
き
換
え
る
。

（
四
）

霧
島
町
に
つ
い
て
は
、「
姶
良
郡

霧
島
町
○
○
」を「
霧
島
市
霧
島
○
○
」

に
置
き
換
え
る
。

（
五
）

隼
人
町
に
つ
い
て
は
、「
姶
良
郡

隼
人
町
○
○
」を「
霧
島
市
隼
人
町
○

○
」に
置
き
換
え
る
。

（
六
）

福
山
町
に
つ
い
て
は
、「
姶
良
郡

福
山
町
○
○
」を「
霧
島
市
福
山
町
○

○
」に
置
き
換
え
る
。

○
協
議
第
六
十
二
号
　
環
境
衛
生
事
業
の
取
扱

い
に
つ
い
て

環
境
衛
生
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
協

議
の
う
え
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
等
有
害
物
質
の
発
生

防
止
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

二
　
公
害
調
査
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
、

国
分
市
の
調
査
体
制
等
を
基
本
に
、
新

市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

三
　
環
境
対
策
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
設
置

を
し
て
い
る
国
分
市
、
横
川
町
、
隼
人
町

の
例
に
よ
り
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す

る
。

四
　
浄
化
槽
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
下
水

道
計
画
の
あ
る
国
分
市
、
牧
園
町
、
隼
人

町
の
例
に
よ
り
、
新
市
に
お
い
て
速
や

か
に
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

五
　
合
併
処
理
浄
化
槽
の
補
助
事
業
に
つ

い
て
は
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
補
助
対
象
区
域
及
び
補

助
内
容
に
つ
い
て
は
、
合
併
ま
で
に
調
整

す
る
。

六
　
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、

国
分
市
の
例
に
よ
り
新
市
に
お
い
て
策

定
す
る
。
ま
た
、
処
理
計
画（
実
施
計
画
）

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
旧
市
町
方
式

で
の
計
画
で
策
定
し
、
衛
生
管
理
組
合

と
の
協
議
を
経
て
、
新
市
に
お
い
て
速

や
か
に
調
整
す
る
。

七
　
不
燃
物
処
理
場
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

な
お
、
新
た
な
施
設
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
検
討
す
る
。

八
　
資
源
ご
み（
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

関
連
を
含
む
）の
収
集
品
目
、
収
集
回
数
、

排
出
先
等
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
現

行
の
と
お
り
と
し
、
新
市
に
お
い
て
調

整
す
る
。

九
　
ご
み
の
収
集
方
法
に
つ
い
て
は
、
衛
生

管
理
組
合
等
と
協
議
を
行
い
、
合
併
ま

で
に
調
整
す
る
。
ま
た
、
ご
み
の
運
搬
体

制
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に

引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

十
　
し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥
の
収
集
方
法
及

び
運
搬
体
制
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
ま

た
、
汲
み
取
り
料
金
に
つ
い
て
は
、
合
併

ま
で
に
調
整
す
る
。

十
一
　
環
境
保
全
協
定
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
協
定
内
容
を
見
直
し
、
速
や

か
に
締
結
す
る
。

十
二
　
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
地

球
温
暖
化
防
止
計
画
を
隼
人
町
、
福
山

町
の
例
に
よ
り
、
新
市
に
お
い
て
速
や

か
に
策
定
す
る
。

○
協
議
第
四
号
ー
三
　
合
併
の
期
日
に
つ
い
て

合
併
の
期
日
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、「
合

併
の
期
日
検
討
小
委
員
会
」の
協
議
結
果
を

受
け
て
、
協
議
の
う
え
次
の
と
お
り
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

合
併
の
期
日
は
、
平
成
十
七
年
（
西
暦
二

〇
〇
五
年
）
十
一
月
七
日
と
す
る
。

附
帯
意
見

合
併
後
最
初
の
議
会
議
員
及
び
長
の
選

挙
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
中
に
実
施
し

て
ほ
し
い
。
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【
そ
の
他
事
項
】

そ
の
他
第
四
回
の
協
議
会
に
お
い
て
は
、

「
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
」の
調

整
方
針
に
つ
い
て
修
正
意
見
が
出
さ
れ
協

議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
修
正
意
見
は
、「
現
在
の
各
市
町
の

庁
舎
は
、
総
合
支
所
と
し
て
今
後
も
業
務

を
行
う
こ
と
で
協
議
済
み
で
あ
る
が
、
そ

の
設
置
期
間
に
つ
い
て
、
住
民
に
不
安
を
与

え
な
い
た
め
に
も
、
も
っ
と
明
確
な
表
現
と

す
る
べ
き
で
は
な
い
か
」と
の
内
容
で
、
協

議
の
う
え
、
具
体
的
な
期
間
を
表
記
す
る

修
正
を
行
い
、
次
回
の
協
議
会
に
お
い
て
報

告
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

第
五
回
協
議
会

【
報
告
事
項
】

○
報
告
第
十
二
号
　
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に

つ
い
て

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
、
第
四

回
協
議
会
の
協
議
を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り

文
言
整
理
が
さ
れ
た
こ
と
の
報
告
が
あ
り

ま
し
た
。

一
　
新
市
の
事
務
所（
本
庁
）の
位
置
に
つ

い
て
は
、
当
面
は
、
国
分
市
中
央
三
丁
目

四
十
五
番
一
号（
現
国
分
市
役
所
）に
置

き
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

二
　
事
務
所
の
設
置
方
式
は
、
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
に
、
概
ね

十
年
は
総
合
支
所
と
し
、
現
在
の
国
分

市
、
横
川
町
、
牧
園
町
、
霧
島
町
、
隼
人

町
及
び
福
山
町
の
そ
れ
ぞ
れ
の
市
役
所
、

役
場
を
す
べ
て
総
合
支
所
と
し
て
、
ま
た

現
在
の
牧
之
原
支
所
は
支
所
と
す
る
。

将
来
的
に
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下

し
な
い
行
政
コ
ス
ト
削
減
の
実
現
を
図

る
必
要
が
あ
り
、
方
式
に
つ
い
て
は
、
新

市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

三
　
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
既
存

の
庁
舎
を
活
用
し
な
が
ら
、
新
市
に
お

い
て
検
討
す
る
。

は
文
言
整
理
さ
れ
た
箇
所

【
協
議
事
項
】

○
協
議
第
六
十
号
ー
二
　
新
市
ま
ち
づ
く
り
計

画
に
つ
い
て

一
市
五
町
の
合
併
を
想
定
し
て
、
新
市
の

基
本
方
針
や
分
野
別
の
基
本
計
画
な
ど
を

取
り
ま
と
め
た「
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画

（
原
案
）」が
提
案
さ
れ
、
協
議
の
う
え
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

○
協
議
第
六
十
三
号
　
農
業
委
員
会
委
員
の
定

数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次
の
と
お
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
新
市
に
一
つ
の
農
業
委
員
会
を
置
く
。

二
　
合
併
時
に
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ

る
委
員
で
あ
っ
た
者
は
、
市
町
村
の
合
併

の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
、
平
成
十
八

年
四
月
三
十
日
ま
で
引
き
続
き
新
市
の

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
と
し

て
在
任
す
る
。

三
　
在
任
特
例
後
、
行
わ
れ
る
選
挙
に
つ
い

て
は
、
選
挙
に
よ
る
委
員
の
定
数
を
三

十
人
と
し
、
旧
市
町
単
位
で
選
挙
区
を

設
置
す
る
。
た
だ
し
、
各
選
挙
区
の
委
員

の
定
数
は
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

○
協
議
第
六
十
四
号
　
地
方
税
の
取
扱
い
に
つ

い
て（
国
民
健
康
保
険
税
を
除
く
）

地
方
税（
国
民
健
康
保
険
税
を
除
く
）の

取
扱
い
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次
の
と
お
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
個
人
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
均
等
割
の
税

率
に
つ
い
て
は
、標
準
税
率
を
採
用
す
る
。

な
お
、個
人
市
民
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、

普
通
徴
収
分
は
国
分
市
、
霧
島
町
の
例

に
よ
る
も
の
と
し
、
特
別
徴
収
分
は
現

行
の
と
お
り
と
す
る
。

二
　
法
人
市
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て
は
、

地
方
税
法
第
三
百
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
定
め
る
額
と
す
る
。
法
人
税
割
の

税
率
に
つ
い
て
は
、
国
分
市
の
例
に
よ
り

制
限
税
率1

4
.7

％
を
採
用
す
る
。
た
だ

し
、
合
併
特
例
法
第
十
条
の
規
定
に
よ

り
、
国
分
市
を
除
く
五
町
は
、
合
併
年
度

を
含
む
三
年
度
間
は
現
行
の
税
率
を
適

用
す
る
。

三
　
固
定
資
産
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り1

.4

％
と
す
る
。
納
期
に
つ

い
て
は
、
五
月
、
七
月
、
十
二
月
、
二
月

の
四
期
と
し
、
各
月
一
日
か
ら
同
月
末

日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
十
二
月
に
つ

い
て
は
、
一
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
と

す
る
。

四
　
軽
自
動
車
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
国

分
市
、
霧
島
町
、
福
山
町
の
例
に
よ
る
も

の
と
す
る
。
納
期
に
つ
い
て
は
、
五
月
一

日
か
ら
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

五
　
た
ば
こ
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

六
　
特
別
土
地
保
有
税
の
税
率
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

七
　
入
湯
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
牧
園
町

の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、

合
併
後
の
平
成
十
七
年
度
課
税
分
に
つ
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い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

八
　
都
市
計
画
税
の
課
税
区
域
及
び
税
率

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
新
た
な
区
域
と
税
率
に
つ
い
て

は
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
も
の
と

す
る
。

○
協
議
第
六
十
五
号
　
国
民
健
康
保
険
事
業
の

取
扱
い
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
協
議
の
う
え
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

一
　
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
合
併

後
の
平
成
十
八
年
度
課
税
分
ま
で
は
一

市
五
町
の
例
に
よ
り
、
そ
の
取
扱
い
を

継
承
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
十
九
年
度

課
税
分
か
ら
新
市
で
統
一
し
た
税
率
を

適
用
す
る
。
課
税
方
式
は
、
資
産
割
課

税
を
廃
止
し
た
三
方
式
も
含
め
検
討
す

る
。
な
お
、
納
期
に
つ
い
て
は
、
国
分
市

の
例
に
よ
り
七
月
、
八
月
、
九
月
、
十
月
、

十
一
月
、
十
二
月
、
一
月
及
び
二
月
の
八

期
と
し
、
各
月
の
一
日
か
ら
末
日
ま
で

と
す
る
。
た
だ
し
、十
二
月
に
お
い
て
は
、

一
日
か
ら
二
十
八
日
と
す
る
。

二
　
短
期
被
保
険
者
証
に
つ
い
て
は
、
現
行

ど
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。
資
格
証
明

書
に
つ
い
て
は
、
現
在
交
付
し
て
い
る
市

町
に
お
い
て
は
現
行
ど
お
り
新
市
に
引

き
継
ぎ
、
交
付
し
て
い
な
い
町
は
合
併

後
速
や
か
に
交
付
す
る
。

三
　
人
間
ド
ッ
ク
は
新
市
に
お
い
て
も
実

施
し
、
合
併
ま
で
に
統
一
し
た
事
業
内

容
を
決
定
す
る
。
他
の
検
診
に
つ
い
て

も
同
様
と
す
る
。
そ
の
他
の
保
健
事
業

に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り
新
市
に
引
き

継
ぎ
、
合
併
後
速
や
か
に
調
整
す
る
。

四
　
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
設
置

に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
第
十
一

条
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
委
員
は
各
代

表
六
名
ず
つ
の
十
八
名
と
し
、
新
市
に

引
き
継
ぐ
。

五
　
国
保
連
合
会
共
同
処
理
事
業
に
つ
い

て
は
、
共
同
処
理
委
託
事
業
と
独
自
電

算
と
の
併
用
で
行
う
。

六
　
レ
セ
プ
ト
点
検
事
業
に
つ
い
て
は
、
専

門
職
員
を
雇
用
し
業
務
を
行
う
。
レ
セ

プ
ト
開
示
に
つ
い
て
は
、
取
扱
い
要
領
等

を
合
併
ま
で
に
調
整
し
、
新
市
に
引
き

継
ぐ
。

七
　
高
額
療
養
費
支
給
事
業
に
つ
い
て
は
、

現
行
ど
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。
出
産

育
児
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り

と
し
、
支
給
方
法
に
つ
い
て
は
、
国
分
市

の
例
に
よ
る
。
葬
祭
費
支
給
額
に
つ
い

て
は
二
万
円
と
し
、
支
給
方
法
に
つ
い

て
は
、
国
分
市
の
例
に
よ
る
。

八
　
被
保
険
者
証
の
カ
ー
ド
化
に
つ
い
て

は
、
合
併
後
に
調
整
す
る
。

○
協
議
第
六
十
六
号
　
納
税
関
係
事
業
に
つ
い

て納
税
関
係
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
協

議
の
う
え
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
個
人
住
民
税
、
固
定
資
産
税
の
前
納

報
奨
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
ま
で
に
廃
止

す
る
。

二
　
現
行
の
納
税
組
合
制
度
に
つ
い
て
は
、

合
併
ま
で
に
廃
止
す
る
。

○
協
議
第
六
十
七
号
　
そ
の
他
事
業
（
交
通
災

害
共
済
事
業
）に
つ
い
て

そ
の
他
事
業（
交
通
災
害
共
済
事
業
）の

取
扱
い
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次
の
と
お
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
交
通
災
害
共
済
事
業
に
つ
い
て
は
、
国

分
市
を
除
く
五
町
は
鹿
児
島
県
町
村
交

通
災
害
共
済
組
合
及
び
構
成
団
体
と
協

議
を
行
い
、
合
併
の
日
の
前
日
に
当
該

組
合
か
ら
脱
退
し
、
平
成
十
八
年
度
か

ら
新
市
直
轄
事
業
と
し
て
実
施
す
る
。

二
　
共
済
掛
け
金
の
額
及
び
給
付
内
容
は
、

平
成
十
八
年
度
か
ら
五
町
の
方
式
に
統

一
す
る
。

三
　
小
、
中
学
生
、
高
齢
者
に
対
す
る
免
除

制
度
は
、
新
市
に
お
い
て
健
全
な
事
業

運
営
の
あ
り
方
を
含
め
検
討
す
る
。

第
六
回
協
議
会

姶
良
中
央
合
併
協
議
会
は
、
前
身
で
あ

る
一
市
六
町（
溝
辺
町
を
含
む
）に
よ
る「
姶

良
中
央
地
区
合
併
協
議
会
」に
お
け
る
協
議

の
成
果
を
引
き
継
ぎ
、
一
市
五
町
に
よ
る

合
併
を
確
実
に
目
指
す
た
め
に
設
立
さ
れ

た
経
緯
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
度
、
溝
辺
町

に
お
い
て「
溝
辺
町
の
合
併
に
つ
い
て
の
意

思
を
問
う
住
民
投
票
」が
実
施
さ
れ
、
一
市

六
町
に
よ
る
合
併
推
進
に
つ
い
て
の
住
民

の
意
思
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
結
果
を
受
け
ま
し
て
、
今
後
は
姶

良
中
央
合
併
協
議
会
の
活
動
を
休
止
し
、

一
市
六
町
に
よ
る「
姶
良
中
央
地
区
合
併
協

議
会
」の
活
動
を
再
開
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。「溝辺町の合併についての意思を問う住民投票」 

の結果について 

投票率83.15％ 

姶良中央地区（1市6町）の枠組みの合併 

溝辺町と隼人町その他の小さな枠組みの合併 

単　　独 

4,422票 

966票 

252票 
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姶良中央合併協議会の協定項目協議状況 

 1、 合併の方式 

 2、 合併の期日 

 3、 新市の名称 

 4、 新市の事務所の位置 

 5、 財産の取扱い 

 6、 新市まちづくり計画 

 7、 議会議員の定数及び任期の取扱い 

 8、 地域審議会の設置 

 9、 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

 10、 地方税の取扱い 

 11、 一般職の職員の身分の取扱い 

 12、 特別職の身分の取扱い 

 13、 条例、規則等の取扱い 

 14、 事務組織及び機構の取扱い 

 15、 一部事務組合等の取扱い 

 16、 使用料、手数料等の取扱い 

 17、 公共的団体等の取扱い 

 18、 補助金、交付金等の取扱い 

 19、 町名･字名の取扱い 

 20、 慣行の取扱い 

 21、 国民健康保険事業の取扱い 

 22、 介護保険事業の取扱い 

 23、 消防団の取扱い 

 24、 自治会・行政連絡機構の取扱い 

 25、 各種事務事業の取扱い 

(1) 男女共同参画事業 

(2) 姉妹都市･国際交流事業 

(3) 電算システム事業 

(4) 広報広聴関係事業 

(5) 納税関係事業 

(6) 消防防災関係事業 

(7) 交通関係事業 

(8) 窓口業務 

(9) 保健衛生事業 

(10) 環境衛生事業 

(11) 障害者福祉事業 

(12) 高齢者福祉事業 

(13) 児童福祉事業 

(14) 生活保護事業 

(15) その他の福祉事業 

(16) 農林水産関係事業 

(17) 商工･観光関係事業 

(18) 建設関係事業 

(19) 上･下水道事業 

(20) 学校教育事業 

(21) コミュニティ施策 

(22) 社会教育事業 

(23) 情報公開制度 

(24) 社会福祉協議会関係事業 

(25) 第三セクター等関係事業 

(26) 病院関係事業 

(27) その他事業 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

   

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

  

◎承認済：協議会の会議において承認済み 

○提案中：協議会へ提案中又は小委員会で協議中 

△未協議：協議項目として未提案 

※平成16年11月末現在における協議状況です。 

協定項目 
承
認
済 

提
案
中 

未
協
議 

協定項目 
承
認
済 

提
案
中 

未
協
議 

姶良中央合併協議会は、溝辺町を含んだ1市6町による

「姶良中央地区合併協議会」の活動の再開により、11月

25日をもちまして協議を終了しました。

皆様のご理解とご協力、誠にありがとうございました。


